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平成２１年度の進め方 

 

 

（１）平成２１年度の事業の進め方について 

環境省では、街路樹や公園等の市街地において使用される農薬の飛散リスクの評価・

管理手法の確立を目的として、平成１９年度から街路樹や公園等の市街地で使用実績の

多い農薬をモデルとした吸入毒性試験を実施すること等の調査を行っている。 

農薬の吸入毒性試験については、これまでに、フェニトロチオン（ＭＥＰ）について

農薬製造者等から入手した亜急性吸入毒性、アレルギー性等に関する試験成績資料の毒

性評価への利用可能性等を検討するとともに、トリクロルホン（ＤＥＰ）の亜急性吸入

毒性試験を実施した。 

平成２１年度においては、予算的な制約にも留意しつつ、以下の調査・検討を行うこ

ととする。 

 

① 引き続き農薬をモデルとした吸入毒性試験を実施するとともに、試験結果の評価等

を通じて農薬の適切な吸入毒性評価手法について検討する。 

② 吸入毒性試験の試験結果等を基にして、飛散リスク管理の目安となる農薬の気中

濃度について検討する。 

 

また、本事業で得られた成果については、農薬飛散リスク評価手法等確立調査事業（環

境省で別途実施中）において作成する病害虫・雑草管理に関するマニュアルに適宜活用

することとする。 

 

 

（２）平成２１年度の吸入毒性試験の実施方針について 

平成２１年度の吸入毒性試験については、予算的な制約にも留意しつつ、以下の方針

に従って実施することとする。 

 

① 試験対象農薬 

試験対象農薬の選定にあたっては、平成１７年度に環境省が実施した「自治体におけ

る街路樹、公園緑地等での防除実態調査」に基づき、街路樹、公園等の市街地における

使用実態の多い５農薬（別紙）のうち、現在までに試験成績の得られていない農薬（エ

トフェンプロックス、イソキサチオン、グリホサート）を優先的に選定することとする。 

また、予算的な制約から、対象農薬の数は１～２農薬とする。 

なお、具体的な対象農薬の選定にあたっては、農薬飛散リスク評価手法等確立調査事

業におけるモニタリング調査の結果を考慮するとともに、あらかじめ文献調査や予備試
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験により技術的な実施可能性を判断した上で決定することとする。（平成１９年度にエ

トフェンプロックスについて行った暴露方法に関する予備検討試験においては、高濃度

群（500 mg/m3以上）における安定的な暴露が困難であった。） 

 

② 試験方法 

基本的に平成２０年度と同様の試験方法を用いて、亜急性吸入毒性試験を実施する。

すなわち、ＯＥＣＤテストガイドライン４１２改訂案を基本としつつ、アセチルコリン

エステラーゼ活性の測定、リンパ球サブセットの測定、血中被験物質濃度の測定を追加

的に実施することとする。 

ただし、観察・検査項目については、選定された試験対象農薬の毒性学的特徴も踏ま

えた上で、各項目の要否を判断することとする。 
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